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平成２１年第１回潟上市議会臨時会会議録

○開 会 平成２１年 ２月 ５日 午前１０：００

○閉 会 午前１１：３８

○出席議員（２０名）

１番 千 田 正 英 ２番 戸 田 俊 樹 ３番 児 玉 春 雄

５番 澤 井 昭二郎 ６番 藤 原 幸 雄 ７番 佐 藤 恵佐雄

８番 小 林 悟 ９番 佐 藤 義 久 １０番 赤 平 末次郎

１１番 藤 原 典 男 １２番 佐 藤 幸 孝 １３番 佐 藤 昇

１４番 伊 藤 博 １５番 伊 藤 栄 悦 １６番 菅 原 久 和

１７番 中 川 光 博 １９番 大 谷 貞 廣 ２０番 西 村 武

２１番 堀 井 克 見 ２２番 藤 原 幸 作

○欠席議員（０名）

○説明のための出席者

市 長 石 川 光 男 副 市 長 鐙 利 行

総 務 部 長 伊 藤 賢 志 会 計 管 理 者 門 間 鋼 悦

産業建設部長 宮 田 隆 悦 水 道 局 長 澤 井 昭

教 育 次 長 山 平 東 市民生活部長 鈴 木 鋼 生
選挙管理委員会事務局長・

福祉保健部長 鈴 木 公 悦 櫻 庭 新 悦
監査委員事務局長

総 務 課 長 児 玉 俊 幸 市 長 公 室 長 鈴 木 司

財 政 課 長 幸 村 公 明 税 務 課 長 伊 藤 正

産 業 課 長 根 一 建 設 課 長 山 口 義 光

総務学事課長 鎌 田 雅 樹 生活環境課長 鈴 木 利 美

市 民 課 長 藤 原 貞 雄 社会福祉課長 山 平 重 男

高齢福祉課長 伊 藤 律 子 健康推進課長 小 林 健 一

収 納 課 長 菅 原 龍太郎 追分出張所長 鈴 木 久 雄

農業委員会事務局長 田 仲 茂 隆 下 水 道 課 長 三 浦 永 寿

都市整備課長 佐々木 博 信 スポーツ振興課長 菅 原 徳 志
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幼児教育課長 伊 藤 清 孝 生涯学習課長 瀬 下 三 男

昭和総合窓口センター長 川 上 秀佐男 天王総合窓口センター長 三 浦 喜 博

○議会事務局職員出席者

議会事務局長 門 間 裕 一 議会事務局次長 伊 藤 正 吉
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平成２１年第１回潟上市議会臨時会日程表（第１号）

平成２１年２月５日午前１０時開議

会議並びに議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（議会運営委員会委員長）

日程第 ４ 行政報告（市長）

日程第 ５ 承認第１号 専決処分の承認について（平成２０年度潟上市一般会計補正

予算（第６号））

日程第 ６ 議案第１号 潟上市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例（案）について

日程第 ７ 議案第２号 平成２０年度潟上市一般会計補正予算（第７号）（案）につ

いて

日程第 ８ 議案第３号 平成２０年度潟上市水道事業会計補正予算（第４号）（案）

について
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午前１０時００分 開会

○議長（藤原幸作） おはようございます。

ただいまの出席議員は20名であります。

定足数に達しておりますので、これより平成21年第１回潟上市議会臨時会を開会致し

ます。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

なお、小林教育長は体調不良のため欠席であります。

【日程第１、会議録署名議員の指名】

○議長（藤原幸作） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において21番堀井

克見議員および１番千田正英議員を指名致します。

【日程第２、会期の決定】

○議長（藤原幸作） 日程第２、会期の決定について議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日２月５日の議会運営委員会の審査の結果、本

日１日としたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りと決定しました。

【日程第３、諸般の報告】

○議長（藤原幸作） 日程第３、諸般の報告を行います。

15番伊藤議会運営委員長。15番。

【議会運営委員会の報告】

○議会運営委員長（伊藤栄悦） おはようございます。議会運営委員会の報告を致します。

議会運営委員会は、本日９時より委員、正副議長、当局からの説明員として副市長、

総務部長の出席のもと、開催しております。

議案審議について申し上げます。

当局から議案の概要説明を受けた結果、本臨時会に提案されている議案の審議は、全

体審議、本会議とすることに致します。

なお、臨時会については、平成18年３月に臨時会は全体審議、本会議とすることが議

会運営委員会で確認されておりますので、今後は議会運営委員会において委員会付託の
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必要があると判断した議案などがある場合については報告を行うこととしますので、宜

しくお願い致します。

以上、議会運営委員会の報告と致します。

○議長（藤原幸作） これで諸般の報告を終わります。

【日程第４、行政報告】

○議長（藤原幸作） 日程第４、市長より行政報告がありますので、これを許します。石

川市長。

○市長（石川光男） 皆さんおはようございます。

本日ここに平成21年第１回臨時会を開催しましたところ、議員各位には、ご多忙のと

ころご出席を賜り誠にありがとうございました。

提出議案の審議に先立ち、市政にかかわる主な事項の報告と提出議案の概要について

申し上げます。

はじめに、世界的な金融危機の経済状況のもと、昨年12月26日付けで潟上市緊急経済

雇用対策本部を設置しております。同本部では、離職者を対象とした緊急雇用相談窓口

の設置や市内の雇用情勢現状調査を実施し、今後、国の交付金事業等を活用し、離職者

支援のための対策を講じていくこととしております。

また、潟上市天王、昭和、飯田川地区育英会に新たに進学支援奨学金制度を設けまし

た。経済状況の悪化等に伴う保護者の解雇などで進学に不安を抱える学生を救済するも

ので、今年４月から運用していくこととしております。

企業の経営環境もより厳しさを増しております。当面の実効性のある対策の一つとし

て、中小企業等の資金繰りを支援するため、中小企業振興融資制度の融資枠を６億4,00

0万円に拡大しております。今後も市商工会等と連携し、事業資金の融資斡旋や経営指

導、経営基盤強化により、中小企業や商工業者の経営安定と組織強化を支援してまいり

ます。

次に、今議会に提案した補正予算案について申し上げます。

今回の補正予算は３億3,976万3,000円を追加するもので、国において２次補正に盛り

込まれた地域活性化・生活対策臨時交付金として地域の活性化にてこ入れするため、イ

ンフラ整備等の事業に充てられるものであります。この交付金の算定にあたっては、平

成20年度普通交付税算定の地方再生対策の考え方が用いられ、本市の人口等から報道発

表にあるとおり２億3,008万1,000円となっております。
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事業内容につきましては、平成21年度で市単独として計画し前倒しできるもの。地域

から要望があり緊急性の高いもので補助金の交付対象にならないもの、修繕することに

より今後も活用できる施設の修繕工事、広く市民に活用できる行政システムの導入等を

計画しております。

同じく第２次補正に盛り込まれている定額給付金ならびに子育て応援特別手当交付金

について申し上げます。

当該事業に要する国の予算については、１月27日に国会の審議を経て成立しておりま

す。これにより、事務費補助金の交付要綱が施行され、地方公共団体からの補助金申請

の受付を開始し、速やかに交付決定を行う旨の事務次官通達が入っております。しかし、

給付金の支給については関連法案の成立後に施行することとされております。本市に

あっては、今後とも国の動向を見据えながら法案成立とともに速やかに事業実施できる

よう努めてまいります。

また、同じく２次補正に盛られた介護報酬改定による介護従事者の処遇改善対策につ

いては、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための関係基金条例の設置と交

付見込額を予算計上しております。

以上、関係議案の適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げ、行政報告と致しま

す。

○議長（藤原幸作） これで行政報告を終わります。

【日程第５、承認第１号 専決処分の承認について（平成２０年度潟上市一般会計補正予

算（第６号））】

○議長（藤原幸作） 日程第５、承認第１号、専決処分の承認について（平成20年度潟上

市一般会計補正予算（第６号））を議題とします。

議案の朗読を省略します。

本案について当局より提案理由の説明を求めます。伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤賢志） それでは、承認第１号、専決処分の承認について。

地方自治法第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成21年２月５日提出 潟上市長 石川光男

次のページをお願い致します。

専決処分書。
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平成20年度潟上市一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり定めることについて、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分する。

平成21年１月６日 潟上市長 石川光男

それでは、お手元の平成20年度潟上市一般会計補正予算書（第６号）の方をお願い致

します。

平成20年度潟上市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございますけども、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ2,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121億5,650万9,000

円とする。

２つめですけれども、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額な

らびに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでご

ざいます。

平成21年１月６日専決 潟上市長 石川光男

それでは、４ページをお願い致します。

歳入の方ですけれども、19款諸収入３項貸付金元利収入１目貸付金元利収入、補正前

の額が8,880万1,000円、補正額が2,000万円、合計で１億880万1,000円でございます。

預託金元利収入でございまして、2,000万円、中小企業振興融資預託金ということです。

歳出でございますけれども、７款の商工費１項商工費１目の商工振興費、補正前の額

が8,653万7,000円、それから補正額が2,000万円でございます。合計が１億653万7,000

円でございます。節ですけれども21節貸付金2,000万円、中小企業融資制度預託金2,000

万円でございます。これは１月５日、潟上市独自の景気対策として先ほど市長が申し上

げましたとおり、事業資金の融資や斡旋、経営指導、経営基盤の強化を図るということ

で今回専決処分したものでございます。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） これより承認第１号について質疑を行います。質疑ありませんか。

11番。

○１１番（藤原典男） このような制度、大変いいと思いますけれども、大体平均で１企

業あたりいくらぐらい、それから何件くらいを見込んでのこの予算なのかということを

お聞きしたいと思います。

○議長（藤原幸作） 宮田産業建設部長。
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○産業建設部長（宮田隆悦） 藤原議員にお答え致します。

現在、申し込みが１月末でありますが37件の申し込みがありまして、２億2,329万円

の融資が確定しております。それで平均でございますが、大体、いろいろ幅がございま

して700万円から800万円ぐらいが平均の額になると思います。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これより承認第１号を採決致します。本案は、原案のとおり承認することに賛成の方

は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（藤原幸作） 起立全員です。したがって、承認第１号は原案のとおり承認されま

した。

【日程第６、議案第１号 潟上市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例（案）について】

○議長（藤原幸作） 日程第６、議案第１号、潟上市介護従事者処遇改善臨時特例基金条

例（案）についてを議題とします。

議案の朗読を省略します。

本案について当局より提案理由の説明を求めます。鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） それでは私の方から、議案第１号、潟上市介護従事者処遇

改善臨時特例基金条例についてご説明を申し上げます。

潟上市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を次のように制定するものとする。

平成21年２月５日提出 潟上市長 石川光男

提案理由でありますが、介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度介護報酬の改

定の趣旨等を踏まえ、第４期介護保険事業計画期間における介護保険料の急激な上昇を

抑制する必要があるため、関係条例を制定するものでございます。

次のページをご覧いただきたいと思います。

潟上市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例（案）でございますが、第１条、設置で

すが、その前にこの条例の背景ですけれども、今回、国の２次補正予算の成立により介

護報酬改定による介護従事者の処遇改善対策として、それに伴う介護保険料の急激な上

昇を抑制するための予算1,154億円が交付されることになりました。内容は、介護報酬

改定分、全国ベースでは３％ということですが、秋田県では2.8％ということになって
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おるようです。第４期介護保険事業計画期間、平成21年度から23年度までの３年間です

が、その介護報酬改定の影響額の２分の１を国が市町村に交付するということでありま

す。この交付額が国の平成20年度会計において交付されるため、市町村では基金として

積み立てし、今後３年間、計画的に運用を図るため基金条例を制定するものであります。

交付見込額は1,816万3,000円で、今般上程をお願いしております一般会計補正予算（第

７号）（案）に計上してございますので、宜しくお願い致します。

第１条の趣旨は、そのようなことでございます。

第２条、積立てでございますが、国から来た特例交付金の額とするということでござ

います。

あと３条、４条、５条につきましては、管理、運用益の処理、繰替運用ということで

ございます。

処分につきましては第６条、基金は、次のいずれかに該当する場合に限り、これを処

分することができるということで、１として、潟上市が行う介護保険に係る第１号被保

険者の介護保険料について、平成21年４月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減す

るための財源に充てる場合。それからもう一つは、前号の介護保険料の軽減に係る広報

啓発、それから介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備等に要する費用

その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てるということでござ

います。

５ページの方ですけれども、附則、この条例は、公布の日から施行するものでござい

ます。そして、この条例は、平成24年３月31日限り、その効力を失う。この場合におい

て、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算計上し、国庫に納付するものとす

るということでございます。

宜しくお願いします。

○議長（藤原幸作） これより議案第１号について質疑を行います。質疑ありませんか。

14番。

○１４番（伊藤 博） この議案についてのことでありますけれども、いくつかお伺いし

たいところがあります。

まず今回、基金条例が制定が必要だということで上程されておりますけれども、この

交付金の基金化をしなければならない理由といいますか、なぜ基金化をするのか。特別

会計の繰り入れで持っているということでは運用できないのかという点が１点あります。
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また、タイトルにありますけれども「介護従事者処遇改善」の特交だというようなこ

とで、内容については今ご説明があったように介護保険料の激変緩和を図るのだという

ことでありますけれども、この介護従事者処遇改善というのと被保険者の保険料緩和と

いうのがイコールだということで考えていいのか。というのは、今、県の平均で2.8％

の上昇という改定が行われるわけですが、介護保険料も2.8％ぐらいの上昇で済んでい

るのかどうかというのがあるからであります。それに関連しますと、本市の介護保険計

画の策定委員会にはどのように諮問をして、どのような答申があるのか。その介護保険

事業の事業内容、それから、それから算出される保険料というのはどのような、向こう

３年間の計画からどのような計算になっていての激変緩和措置なのか。

また、激変緩和措置をするのだということになれば保険料の区分が５段階あるわけで

すが、どれぐらいの期間、どれぐらいの料率で激変緩和を図っていく計画で1,800万円

の基金が設けられているのかというところであります。この条例の中身になりますが、

１点私よくわからないところが第５条でありまして、繰替運用というところであります

が、この内容、ここにあるものを見ると、この介護保険以外のところにも使えるのかど

うかと取られない、取れない向きもないんですが、確実な繰戻しの方法、期間、利率を

定めて繰り替えて運用することができる、この内容は何を想定した条文なのかというと

ころを聞かせていただきたいと思います。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） 先ほど伊藤議員の方からご質問がありましたけれども、こ

の介護基金条例を設けるということは、基本的に一般会計、あるいは特別会計の方に一

括して全部やるということになりますと、次の年度、次の年度という形の会計ができな

いということが一つございます。そういうことがございますので、基金条例を設けて基

金会計、この第５条の歳計現金に繰り替えて運用するということは基金会計をつくると

いうことでございますので、基金の中に全部額を置いて、それを３年間の間、各介護保

険事業の特別会計の方に21年度なら21年度いくらと、22年度いくらという形で取り崩し

ていくと、そういうことで平成24年３月31日ですべての効力を失うという、この基金会

計の基金条例のことでございます。

介護保険料にかかわる策定委員会等については、課長の方からご説明をいただきます。

○議長（藤原幸作） 伊藤高齢福祉部長。

○高齢福祉課長（伊藤律子） おはようございます。14番の伊藤 博議員にお答え申し上



- 12 -

げます。

今回のこの交付金の激変緩和につきまして、2.8％の介護報酬改定率と、それとあと

今までの税制改正に伴う激変緩和措置の関連性というご質問なんですけれども、今回の

交付金は、ただいま部長の方からもお答え申し上げましたように2.8％につきましての

激変緩和措置ということで、この分は国の方から３年間、２分の１というものが交付さ

れます。それで潟上市の方で保険料設定につきましては、平成18年度から講じられてき

ました。税制改正に伴う激変緩和措置につきましては、平成20年度をもって終了致して

おります。このたびの介護保険法の施行令の改正に伴いまして、21年度以降につきまし

ては当該激変緩和措置の終了によりまして税制の改正の影響を受ける保険料が大幅に上

昇する場合に、市町村の判断で保険料の軽減を行うことが可能にはなっております。し

かし、当該税制改正から３年が経過しておりまして、市町村民税の激変緩和措置も終了

致している状況でございます。所得段階別の保険料の試算を致しましたところ、激変緩

和措置により新たな所得段階を設けました場合、保険料の基準額、第４段階の方ですけ

れども、その基準額に特に低所得者層、第１段階から第３段階の方には非常に重い負担

となっております。そういうことと、また税制改正の影響を受けなかった１号被保険者

や当該税制改正以降に65歳になる被保険者との均衡に配慮する必要性も考慮しまして、

第４期計画の中では税制改正による影響の激変緩和措置は実施しない方向で考えており

ます。

次に、策定委員会でこの激変緩和措置がなされた場合ということでしたけれども、今

ご説明申し上げましたように激変緩和措置をしないということでございますので、ご理

解いただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） 幸村財政課長。

○財政課長（幸村公明） ご質問の中の繰替運用について補足説明致します。

繰替運用については、ほとんどの基金の方に規定として設けているわけでありますが、

この意味合いとしては、市が運用している各会計間でこの基金を資金運用できる規定で

あります。財政上必要があると認める場合は基金運用できるという、そういう内容の規

定であります。

以上です。

○議長（藤原幸作） 14番、よろしいですか。14番。
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○１４番（伊藤 博） 今答弁をいただきましたけれども、基金化するというのはわから

ないわけではないんですが、３年間の時間を区切っての特交だということであれば、ど

うも私は別に基金化をしなくても特会で繰り越しをしながら３年間運用すればいいとい

う感じもしないわけではありません。今、財政課長もおっしゃいましたけれども、基金

間での運用は可能だというご説明だったでしょうか。そうすると、なおさら基金化とい

うのが必要なのかという疑問がまたあります。

先ほど策定委員会の方の答申、まだ出ていないのか、４月からの介護保険料の料金の

明示がなかったわけでありますけれども、大幅に上昇する場合に限って市の判断で激変

緩和をしていくということで、どうも21年度には行わないようなご説明だったわけです

が、そうなると、この千八百いくらという数字の算定の根拠っていうのはどういうふう

になるんでしょうか。今年度はやらない、来年度以降あればやるということで、国の特

交も何かしらの算定に基づいて計算はされていると思うんですが、当市の４月からの介

護保険料金等も勘案されてこの計算ができていると思うんですけれども、その辺につい

てはいかがなんでしょうか。

それから保険の基準額というところを見て、当然2.8％ぐらいの上昇ということで考

えられるわけなんですが、本市においては県の2.8％という数字がイコールというか同

時に同じ数字が当てはめられてアップということで考えていいのかどうか、その辺もお

伺いを致します。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） 伊藤議員のわざわざ基金を設けてやらなくていいのではな

いかというようなお話しでございますけれども、一応この基金に一般会計、それから特

別会計を別にして基金を特定の形で交付額を置いておくということになると、逆に言え

ば精算しやすいということにもなりますので、そこら辺をひとつ考えております。

それから交付見込額については、全体の市の保険料の値上がりとかそういう部分じゃ

なくて、介護報酬の改定に伴う2.8％分の２分の１というようなことで、影響額の２分

の１というようなことでございますので、ひとつご理解いただきたいと思います。

○議長（藤原幸作） 14番。

○１４番（伊藤 博） そうすると、算定の根拠というのは1,800万ですから影響額の２

分の１、本市では3,600万円の影響額があると考えられるわけでありますけれども、今

の段階で４月からの介護保険料が上がるという数字が出せないということでありましょ
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うけれども、今この特交が入ってきて今基金化をするということになれば、当然やはり

激変緩和も考えているというのであれば、その計画策定委員会の内容等も含めて数字を

市民に公表しなければならない時期になっていると思います。申し上げるまでもなく、

後期高齢者保険など天引きされるような、あるいは新たに徴収されるような保険料もあ

るわけで、その中で介護保険料もまたアップするんだということがあると、やはり生活

困窮者と分類されている方については非常に今よりもまた生活が苦しくなるということ

が考えられます。こういうふうに特交があって基金化する、全体の激変緩和を図ります

が、さらに生活が困難だと言われる方に対する新たな減免措置等のお考えは今お持ちで

ないのかお伺いをしたいと思います。

○議長（藤原幸作） 伊藤高齢福祉課長。

○高齢福祉課長（伊藤律子） 伊藤議員のご質問にお答え申し上げます。

今回の特交の分なんですけれども、これは介護報酬が改定された、先ほど部長も話し

しましたように秋田県の場合は2.8％、これは介護保険の場合、全国５区分、地域区分

されておりますけれども、その他の区分ということで2.8％になっております。今回の

特交分はこの介護報酬改定2.8％、秋田県区分なんですけれども、この分に関しまして

の特交となっております。それプラス、その分はまず２分の１、特交で入ってくるんで

すけれども、その分だけでは自然増、介護保険のサービス事業費の自然増、そういうも

のが当然賄いきれませんので、現在、介護保険の方である介護給付費準備基金、こちら

の方の基金を当然取り崩しまして、急激な上昇に対応する予定でございます。

保険料の方なんですけれども、ただいま策定委員会も終了しておりまして、試算はさ

れておりますけれども、保険料のアップ率というのがかなりありまして、急激な上昇を

抑えるために介護準備基金の方からほとんどの基金を取り崩して大幅な上昇を抑制した

いという考えでおります。この後の２月の定例議会の時に介護保険料の条例改正を上程

したいと思っておりますけれども、まだ全国ベースでどのくらいの保険料が上昇するの

かということがこちらの方でも入っておりませんけれども、潟上市の場合も前回よりは

かなりの上昇率ということを見込んでおります。宜しくお願い致します。

それともう１点目の減免の方なんですけれども、介護保険料で減免ということは考え

てございません。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。11番。

○１１番（藤原典男） この６条を見ますと電算システムにもお金を使うと。当然のこと
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なんですけれども、このことについて1,816万3,000円のうち、いくらほど見込んでいる

のか。それから報酬について、介護報酬、働いている人の報酬分についての増額という

ことへのこれ基金ということに私とらえているんですけれども、それに伴う介護保険料

の上昇について、この基金としてはそういうものにも使ってもいいのか、もう一回質問

しますけれども、電算システムにいくら、それから介護の料金を抑えるためにいくら、

それから介護報酬、従事者に対するあれがいくらっていうふうに大体の概略でこういう

ふうに使うということを想定しているのかどうか、それがまず第１点。

それからこの基金条例を作るにあたって、こういうことには使ってはいけないよとい

うことがもしあったらお聞きしたいと思います。というのは、県内でも全国的にも介護

保険を利用した際の利用料については補助ということが段々出てきておりますけれども、

こういうものを新たに作ってそれでやった場合、これ基金がこういうふうに作ったから

その基金を、こういうふうに基金の制度を作ったからそういうものについては認めない

とか、そういうものが、足かせっていうんですか、そういうものがあるのかどうか。こ

れは国との法律の関係でどうなっているのか、そこら辺をちょっと伺いたいと思います。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） お答えします。

第６条の処分についてですが、先ほど質問にありましたけれども、これらの処分する

ことができないというのは、第６条に関する限り処分できないということでございます。

第２号のいわゆる電算システム等の整備等に係る費用ということでございますが、介護

保険事業特別会計はすべての歳入歳出となっておりまして、どこに何を事務費の部分、

それから医療の部分、そういう分をトータルしていきますと特別会計全体の中に交付金

を入れますので、そういうことも踏まえて全体の会計の中で運用ができるというような

意味づけで準備費用等についても特定しないということでございます。

以上です。

○議長（藤原幸作） よろしいですか。

○１１番（藤原典男） まだ質問しておりますけれども、残りのことについて答えてくだ

さい。

○議長（藤原幸作） 伊藤高齢福祉課長。

○高齢福祉課長（伊藤律子） 11番の藤原議員にお答え申し上げます。

報酬設定の増額の分と、その基金の関係なんですけれども、今回のアップに関しまし
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ては21年度はいくら、22年度はいくら、その２分の１、23年度はゼロとなっております

けれども、介護報酬の改定率2.8％の増分の残り２分の１に関しましては準備基金で対

応して抑制を抑えるという考え方で、21年度は約1,200万円ほどです。これは2.8％の

アップ分に関しては全額となっておりますので、こちらの方からの準備基金からの繰入

金はございません。ただし、自然増分に関するものに関しましては介護給付費準備基金

の方から繰り入れる予定でございます。22年度は交付金の方が約6,100万円ほどでござ

います。その残り２分の１につきましては介護給付費準備基金の方から繰り入れをする

予定でございます。23年度は国庫の方がゼロとなりますので、その影響分に関しまして

は全額、介護給付費の方から繰り入れを致します。そういうことで介護保険料の上昇を

抑えると試算を致しております。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） よろしいですか。11番。

○１１番（藤原典男） この基金を作った上で、こういうものに使ってはいけないという

足かせがあるのかどうかということを国の方針的な問題を聞いたわけですけれども、そ

こら辺についてはまだ答弁がないので。

○議長（藤原幸作） これは先ほど部長が話した６条のことでご理解できませんか。鈴木

部長が説明したわけですけれども。

○１１番（藤原典男） そうすれば足かせはないということですね。この基金を設けたけ

れども、いろいろ市独自でまた利用料の何というか補てんだとかそういうことをやって

いくことについては何も制限はないということでよろしいですか。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） 今の申されたことですけれども、基金の処分に関しては第

６条に規定するものに制限されておりますので、ひとつ宜しくお願いします。

○議長（藤原幸作） 11番。

○１１番（藤原典男） ６条はわかりますけれども、これを作った上で、ほかに介護の利

用料についての市独自のものは基金とは別にそういうものは作ってはよろしいのかどう

かということをお聞きしてるんです。法律との関係で、基金との、条例との関係の関連

で。わかりますでしょうか、聞いてること。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） この件につきましては市独自の部分というのはありません。
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○議長（藤原幸作） 20番。

○２０番（西村 武） 今回の介護従事者の処遇改善ということでございますけれども、

ここに介護の報酬というようなことになりますと大体、潟上市では月額大体どのぐらい

になっているのか、その辺のところをひとつ１点お聞きします。

○議長（藤原幸作） 鈴木福祉保健部長。

○福祉保健部長（鈴木公悦） 今、手元に資料がございませんので、ちょっと今わからな

いです。

○議長（藤原幸作） 20番。

○２０番（西村 武） ちなみに私が間違っているかどうかわかりませんけれども、これ

は全国の介護従事者の月額ですけれども、上位の場合は約23万円ぐらいとなっていると

思います。それで下位の方は19万円というようなことになっておりますので、これは全

国上位と下位でございますけれども、潟上市は大体どの辺にあたるのかということを私

は聞いておるので、もしあまりにもかけ離れていた場合は、そのあたりのところは改善

する余地があるのかどうかということをお聞きしたいわけです。

○議長（藤原幸作） 伊藤高齢福祉課長。

○高齢福祉課長（伊藤律子） 20番の西村議員にお答え申し上げます。

潟上市の職員、介護に従事している職員の月額の介護報酬費というのは多分給料だと

思いますけれども、こちらの市の方では潟上市全体の平均的な介護報酬費というのは現

在のところ把握しておりませんので、お願い致します。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより議案第１号を採決致します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（藤原幸作） 起立多数です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。
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【日程第７、議案第２号 平成２０年度潟上市一般会計補正予算（第７号）（案）につい

て】

○議長（藤原幸作） 日程第７、議案第２号、平成20年度潟上市一般会計補正予算（第７

号）（案）についてを議題とします。

議案の朗読を省略します。

本案について当局より提案理由の説明を求めます。伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤賢志） それでは、議案第２号、平成20年度潟上市一般会計補正予算

（第７号）（案）について。

別冊のとおり。

平成21年２月５日提出 潟上市長 石川光男

補正予算書の説明に入る前に、国がこれまで打ち出した緊急総合対策について若干ご

説明申し上げたいと思います。

はじめに、国の第１次補正は平成20年８月29日決定された安心実現のための緊急総合

対策を具体化したものとして編成されております。

第１の目標が生活者の不安の解消。第２の目標が持続可能社会の変革加速。それから

第３の目標として新価格体系への移行と成長力の強化ということで打ち出してございま

すけれども、平成20年10月16日、１兆8,000億円の予算が成立してございます。

補助金の交付要綱では、市町村単独事業の実施期間は平成20年８月から平成21年３月

となっていることから、潟上市では９月定例会に予算計上致しました上町集会所建設事

業のみで、11月４日に補助申請を致してございます。それに伴って12月25日、1,623万

円の交付決定をいただいております。

次に、このたびの補正予算にかかわる国の第２次補正は平成20年10月30日に策定した

生活対策を具体化したものとして編成されております。第１の重点分野として生活者の

暮らしの安心。それから第２の重点分野、金融・経済の安定強化。第３の重点分野が地

方の底力の発揮ということで編成されてございます。平成21年１月27日に４兆8,000億

円の予算が成立してございます。

この予算を執行するための関連法案である平成20年度における財政運営のための財政

投融資特別会計からの繰り入れの特例に関する法律がまだ成立しておらないことから、

定額給付金についての予算執行ができない状態であることは議員の皆様もご承知のこと

と思います。
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この補正予算の一つとして地域活性化・生活対策臨時交付金制度が策定されており、

制度要綱では、市町村の単独事業は平成20年10月31日以降に実施された事業に限るとさ

れております。つまり11月以降に実施した単独事業であれば今回の交付金を充当できる

ことから、財源の裏づけとなる法案が可決されなくても市町村の事業実施は可能となっ

てございます。

この交付金の算定方法でございますけれども、上限額については内閣府地域活性化推

進担当室から平成20年12月20日付けで地域活性化・生活対策臨時交付金で示されてござ

います。算定にあたっては、平成20年度の普通交付税算定の地方再生対策費の考え方が

用いられて、本市の人口と耕地、林野面積および財政力に基づいて計算されております。

報道発表にあるとおり２億3,008万1,000円となってございます。

なお、定額給付金についても事務費補助金交付要綱が１月28日に制度化されておりま

すので、２月の次回の定例会に補正予算を上程したいと考えております。

このような国の打ち出した政策に対して市がどういう対応をしてきたかということで

ございますけれども、１月５日、新年早々でございましたけれども部長会議において市

長から各課への事業計画の提出を指示、それを活性化推進室が取りまとめております。

１月８日に締め切りを致しまして、総額８億2,524万4,000円、82事業の要望がございま

した。新設、それから新築等は除いてでございます。１月９日から15日まで地域要望、

当初予算に照らし合わせまして財政課と協議致しております。交付金の２億3,008万1,0

00円に対して、市債が4,060万円､一般財源を5,091万9,000円を市の積み増し分として総

額３億2,160万円を市長の決裁を得まして県と事前協議に入ってございます。１月20日、

県の協議が済みまして内閣府へ送付、内閣府との事前協議も現在終了しており、今回の

定例会で予算が成立次第、２月９日、県の方へ実施計画を提出することとなってござい

ます。

それでは一般会計補正予算書の方をお願い致します。

平成20年度潟上市一般会計補正予算（第７号）でございます。

平成20年度潟上市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億3,976万3,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ124億9,627万2,000円とするものでございます。

平成21年２月５日提出 潟上市長 石川光男
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次に、３ページをお願い致します。第２表の地方債の補正でございます。起債の目的

でございますけれども、地域活性化・生活対策事業、記載のとおり4,060万円です。市

債についても１月27日付けで、当初と違いまして100％充当できるという事務次官通達

が入ってございます。この後の補正で対応したいと考えております。

それでは５ページをお願い致します。歳入でございますけれども、13款国庫支出金２

項国庫補助金でございます。１目民生費国庫補助金でございますけれども、補正前の額

が852万7,000円、補正額が1,816万3,000円、合計で2,669万1,000円。これは、ただいま

条例の中でご説明してございました介護従事者処遇改善臨時特例交付金でございます。

次に、４目の総務費国庫補助金98万7,000円が、補正額が２億3,008万1,000円、２億3,1

06万8,000円。これが地域活性化・生活対策臨時交付金でございます。それから18款の

繰越金でございます。１項繰越金、補正前の額が３億506万円でございますけれども、

このたび5,091万9,000円を繰り越すということで、前年度の繰越金でございます。これ

に伴いまして補正後の繰越金の残高が約9,344万8,000円となってございます。それから

20款の市債でございます。１項市債総務債4,770万円、補正額が4,060万円でございます。

地域活性化・生活対策事業債として扱っています。

次に、６ページでございます。歳出でございます。２款総務費１項総務管理費でござ

いますけれども、18目の地域活性化・生活対策事業費でございます。12節の役務費でご

ざいますけれども、これ皆さんに事業費の内容の詳細をあげておりますけれども、総合

案内版の施設の屋外広告物の設置申請手数料が約５万5,000円、それから13節の委託料

でございます、4,504万9,000円、設計等委託料が1,098万1,000円、電算システムの導入

委託料が3,406万8,000円でございます。今回の事業ほとんど、電算システム等を除きま

してほとんどが設計委託対象でございます。それから15節工事請負費でございますけれ

ども、２億2,566万4,000円でございます。施設改修工事6,664万7,000円、学校改修工事

2,386万2,000円、看板設置工事が667万5,000円、それからクリーンセンターの改修工事

1,700万円、水路改良工事が2,373万円、道路改良工事が7,134万7,000円、公園改修工事

が1,640万3,000円でございます。17節の公有財産購入費、これは三軒屋線の道路用地の

用地交渉費、取得費ということで760万円でございます。18節の備品購入費でございま

すけれども、これは593万2,000円、電算システム管理備品ということで、サーバーが２

台、それからパソコンが３台、これはＧＩＳ、それから住民の健康管理システムという

ことでございます。28節の繰出金3,730万円ですけれども、これが水道事業に対しての
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繰出金3,730万円でございます。３款の民生費でございますけれども、１項の社会福祉

費７目介護保険費３億5,558万1,000円に対して、このたびの補正額が1,816万3,000円、

これは積立金でございます。ただいま条例で説明したとおりの積立金でございます。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） これで説明を終わります。

これより議案第２号について質疑を行います。質疑ありませんか。11番。

○１１番（藤原典男） ６ページの歳出の工事請負費の各それぞれの取り組み状況という

か、予定されている内容について伺いたいと思います。

○議長（藤原幸作） 伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤賢志） 藤原議員にご説明したいと思います。

各種事業別計画書、実施計画書、別冊にございます。予算書のほかに約３ページ、４

ページ、最後に図面が付してございます。施工箇所図、それから事業費、担当課それぞ

れ付してございますので、これを参考にしてもらえれば。

○議長（藤原幸作） 14番。

○１４番（伊藤 博） 今、総務部長から実施計画のことでご説明があったわけなんです

が、この内容についてでありますけれども、１つは４番目の防災対策事業ということで

学校等の屋根の修繕等があります。その事業の説明の中で「災害発生時避難施設の機能

の維持・向上を図るため」ということが盛り込まれているわけなんですが、通常、学校

として、教育施設として使っている分でありますけれども、いざ災害発生時は避難場所

になるというようなことですが、ここに維持・向上を図るということは屋根を直すとい

うのはもちろん必要なんでしょうが、それ以上の備品の備えとかそういう災害対策用の

意味合いを持たせた事業内容にはならないのかというのが１点であります。

それから、次の５の公共施設保全対策事業のクリーンセンターの煙突改修で1,700万

円ということで、この事業内容の説明のところには「施設の長寿命化を図る」というこ

とが載っております。煙突のこの1,700万円の改修にあたってどれぐらいの延命化が図

られるのか。今後、新年度予算も含めてそういう改修、あるいは修繕の計画がどの辺ま

で行われて、どれぐらい必要なのかというようなことで、どうして今回この煙突の改修

部分で1,700万円の計上ということになったのかということであります。

さらに今回の補正予算では、この実施計画の関連のところが総務管理費というところ

で一本化されて置かれているわけでありますが、先ほど総務部長のご説明のところで実
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施計画についてはそれぞれの担当課があるというご説明があったわけなんですが、予算

構成上、地域活性化推進室が総務部にあるのでそれで関連して一本でこの総務管理費で

予算を置くということで考えられますけれども、本来であればやはりそれぞれの事業課

があって予算が配分をされて、現業でそれぞれ専門家が見ながら実施していくという予

算構成が必要ではないかと思うわけなんですが、その辺のところについてもどういうこ

とで今回こういう総務管理費一本ということになったのかをあわせてお伺いをしたいと

思います。

○議長（藤原幸作） 伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤賢志） 伊藤議員からの３項にわたる質問の第１問目ですけれども、な

ぜ学校施設が緊急対策、もしくは物資が対象にならないのかということでございますけ

れども、今回の補正予算の対象がほとんどインフラ整備が主要ということでございます。

ただ、うちの方で学校施設を改修という項目がほとんどこの交付金の制度要綱の中にな

いわけなんですけれども、これ事業導入、事業種目の運用なんですけれども、これは避

難場所とした場合、その施設は改修できるということで、例えば観光拠点整備事業が活

性化推進室でございます。そして総合案内施設ということで、観光案内であれば看板は

対象ですよと。ただし普通の看板であれば、看板とかそういうものがないわけなんです、

うちの方のこのたびの交付金の事業。ですから、この観光案内施設の中にある看板事業

を導入して今回総合案内施設を設置したいという考え方で、今回協議したらＯＫがもら

えたと。ですから、そのような考え方で中学校、それから図書館等に関しては、ほとん

どここにある防災対策事業というものはやはり修繕が今後の防災対策にあたるし、それ

から避難場所にもあたるという観点からこの事業種目を導入したところであります。

次に、クリーンセンターに関しては市民生活部長の方から答弁させていただきます。

お願い致します。

○議長（藤原幸作） 鈴木市民生活部長。

○市民生活部長（鈴木鋼生） 伊藤議員にお答え致します。

今回のクリーンセンターの改修工事1,700万円の関係でございますけれども、この改修

工事をする場所は先ほど部長の方からも説明したとおり、煙突の改修工事でございます。

これは平成15年にコンクリート造りである煙突の上部で老朽化が著しかった25メートル

部分を鋼板製に改修しているところであります。今年度の保守点検の結果、このとき改

修した鋼板部分の腐食が非常に激しく肉厚が薄くなっていることから、危険性も生じる
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恐れがあるというようなことから、早急な対応が必要であることが判明したものであり

ます。原因としては、クリーンセンターそのものは16時間稼働の完結、間を止めて運転、

止めて運転という、そういうことをしておりますので、運転と停止が繰り返されること

から排ガス中の塩化水素、硫黄酸化物などの腐食性ガスが運転停止後の温度の低下によ

り結露し、これにより生じた塩酸、硫酸が鋼板を腐食させているものと考えられており

ます。

それで今回の補修の概要でございますけれども、この平成15年に改修した鋼板の25

メートル部分にステンレス製のバンドを１メートル間隔、23か所巻きます。縦には補強

板を８か所溶接し、その後、内部を高圧洗浄し、そして耐熱、耐薬品の塗装を施して終

わりになります。

なお、この後どれほど持つのかというようなことでございますけれども、この15年に

煙突改修をやっております。それから５年ほど、鋼板製に改修した中では５年持ってお

ります。この後いろいろ改修、あるいは点検等を慎重にやっていくと５年以上は持つか

と思われます。今このような補修工事をした場合、当面、先ほど申し上げた危険性はな

くなるものと思っております。

それから今後どうするのかというようなご質問であったと思いますけれども、21年度

予算に機能精密検査の委託料を要求して、これが通った場合、そのクリーンセンターの

全体像を委託検査します。それに基づいて今後の方向性を部内で検討し、必要な措置を

講じてまいりたい、そのような考えで今のところおります。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） 鐙副市長。

○副市長（鐙 利行） 14番の伊藤議員にお答え申し上げます。

予算を総務管理費に一本化した理由についてのご質問でございます。

この交付金事業については繰り越しが認められておる事業でございます。潟上市の当

該事業の予算化が２月ですので、すべての事業完了は21年度と想定され、予算の繰り越

しが必要になります。そこで交付金の申請にあたり１工事１事業とはしておらず、複数

工事を１事業とするパッケージ化を行い、交付金の効果的運用を考慮しております。こ

の場合、パッケージでの交付対象経費が定められるために、パッケージ内であれば予算

のやり取りが可能であると、運用が広がるということでございます。具体的な例を、今

までの過去の例を申し上げますと、地方道路交付金事業がこのような例にあたります。
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そこで内閣府、それから県からは請負差額が出ても配分額が有効に活用できるよう努力

してほしいと言われております。このようなことから予算は一括計上することが必要に

なってきます。そのために総務課管理費に一本化したということでございますので、そ

の点何とぞご理解願いたいと思います。

以上でお答えを終わります。

○議長（藤原幸作） 14番。

○１４番（伊藤 博） 今、回答をいただいたわけでありますけれども、最初の説明に

あったように本来交付の対象にはならない事業を前倒しして行うということであります

けれども、３億いくらということに、市の起債まで起こして9,000万円を足して行うと

いうことで、３分の２の事業分にしか交付金が充当されない、３分の１は持ち出しでや

るんだという事業で、それだけ緊急性が高い、生活に反映させられるということであろ

うかと思います。先ほど申しましたように、例えば学校の屋根ということで総務部長の

ご説明だと無理矢理な理由もあるなというところはありますが、いずれにしろ、この経

済活性化を図るためにという交付金ですので、できるだけ速やかに行っていただいて、

この事業が市民の生活に具体的に直接結びつくような事業遂行をされなければならない

と思いますので、そういうことに留意をしていただきながら、もう少し、もう１点、市

長に確認をしたいところなんですが、ここに今クリーンセンターもそうですが、もう少

し中長期的に見なければならないような事業、例えば煙突は緊急性があるということで

したけれども、そういうところも含めながらの事業精査ということになったのか。来年

度の事業計画のからみもあろうかと思いますけれども、その辺の来年度事業とこの緊急

の交付事業とどのような関連性を持たせて事業遂行されていくのかというようなところ

も１点お伺いしたいと思います。

○議長（藤原幸作） 石川市長。

○市長（石川光男） 14番さんのただいまの質問にお答えします。

無理矢理という言葉を使いましたけれども、この事業は、はっきり言って補助対象に

ならないものということが第１点あります。それでいつも予算査定で当初予算では図書

館の屋根と学校の屋根というのは、もう緊急性はあるんですけれどもやはり財政が逼迫

していることで、今までは要するに応急手当をしてきたという経緯がありました。今回

はそういう件もありまして補助金にならないというようなことで飛びついたと言えば、

はっきり言ってそうです。
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新年度予算の整合性ということでございますが、今、骨格予算のことで説明しますが、

肉付け予算というのは当然、市長選挙が終わってからだろうと思いますけれども、その

中でも今回は特に今までの補助金にならなかった、しかも地域から要望があってもなか

なかできなかったものをまず集中的にあげたということで、この次の肉付け予算につい

ても当然補正要素として２億円、３億円ありますので、その時は具体的にまたご説明し

たいと思っています。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。17番。

○１７番（中川光博） 今までの質問と重ならないようにお尋ねさせていただきますけれ

ども、この事業の優先順位。今、市長の方から大きな形での説明がございましたけれど

も、これ事業費が３億円を超える事業費ですので、これ投資的経費ととらえると、通常

の年間の投資的な経費とほぼ同額の予算が今回盛られるということで、この審議につい

ては短時間に速やかにという趣旨があるでしょうけれども、やはり金額の大きさから見

ると、さらにこの事業優先順位がどのようにしてこういうふうになされたかなというの

は多分かなり精査していただかないといけないのかなということだと思います。ちゃん

とした計算ではありませんけれども、多分、投資的経費で見ると年間予算の2.4％ほど

のかなり大きな額ですので、本来であれば現地調査とかいろんな形で一つ一つの事業を

見なきゃいけないことだと思います。そのあたり、もうちょっと細かい事業優先、どう

いうふうにつけていただいたのかなということをひとつお尋ねしたいのと、あともう一

つ、さっきの学校関係の防災対策事業の中の災害発生時ということがありますけれども、

インフラ整備ということでしたが、小中学校の耐震化について入れていただけなかった

ものか、あるいは今後の耐震化の事業について現在どういう状況にあるのか、その２点

について説明いただければと思います。

○議長（藤原幸作） 伊藤総務部長。

○総務部長（伊藤賢志） それでは中川議員の質問にお答えしたいと思います。

このたび各課それぞれから要望があったのが82事業の８億2,524万4,000円の総事業費

で要望がございました。これを選定するにあたって、まず第１に平成21年度事業で計画

しているもので前倒しできる市の単独事業。あくまでも市の一般財源でやる事業です。

それから、これまで地域要望で事業費が高く実施できなかったもので緊急性の高いもの。

いわば集会所とかの修繕等でございますけれども。次に第３点目、補助金・交付金の対

象にならない市の単独事業。あえて申し上げれば水道課の事業がこのあと予算書で出て
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きますけれども、水道課はほとんど起債でやったりしております。補助金・交付金は一

切、ほとんど対象にならないということで水道課の21年度を前倒ししてございます。そ

れから４点目が、施設の老朽化で修理・修繕し、今後とも活用できるもの。要するに先

ほど申し上げました図書館とか体育館とかそういうものでございます。それから５点目

として、今後とも広く市民に活用できるシステムの導入にかかわるもの。それがＧＩＳ、

それから健康管理システムとなってございます。以上が今回要望あった82事業の中から

選定した理由でございます。

それから２点目の学校の耐震化が入らなかったかということは、耐震化事業は補助事

業でございます。ですから、うちの方で今後、学校の耐震化事業に対しては相当な、去

年も景気対策の第１次補正で国の補正の中にも入ってございました。今後うちの方で学

校、総合的な学校の施設改修にあたった場合、耐震化については導入していきたいなと

思っております。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） ７番。

○７番（佐藤恵佐雄） 私から歳出の17節の公有財産の購入費、道路用地取得費について

伺います。

三軒屋ということでございましたので、この生活対策臨時交付金の実施計画箇所図の

20番、上出戸・三軒屋線の道路改良に伴う、これ予算ですか。三軒屋の道路用地取得と

いうことでございますが、過去に三軒屋踏切、そして今話は変わりますけれども旧天王

町時代に都市計画の中で上北野道路用地でモデル的にやった道路がありますけれども、

その道路と似たような歩道の拡幅をして、三軒屋の踏切から通学路にもなっている関係

で父兄、あるいはドライバーの方から大変喜ばれた経緯があります。そういうことにち

なんで、普通であれば道路用地とか取得する場合は当然公共施設とかそういう公的な機

関のために取得用地をするということは聞いたことありますけれども、この道路用地取

得というのは、その今までの拡幅した道路の延長線上なのかどうなのか。そして、これ

がどの程度延長路線、メーター、拡幅する計画。それから今後またやった暁にどのくら

い年次計画として拡幅していく計画なのかどうか、その辺ちょっと伺いたいと思います。

○議長（藤原幸作） 宮田産業建設部長。

○産業建設部長（宮田隆悦） それでは佐藤議員にお答え致します。

上出戸・三軒屋線でございますが、ご承知のように潟上寺のところでございます。こ
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れが潟上寺のところです。三軒屋線はモーテル富士の方に行くところです。それで、こ

こにつきまして前々から今の道路がＪＲの用地を使っているということで、私道の部分

でですね。その部分を1,104㎡ほどございますが、これを今回取得したいということで

ございまして、延長が420メーターの幅員が８メーターでございます。改良工事をした

いということでございまして、その後、改良工事を終わり次第、舗装工事をやっていき

たいと考えておりますので、ひとつ宜しくお願い致します。

以上です。

○７番（佐藤恵佐雄） わかりました。大変ありがとうございます。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。20番。

○２０番（西村 武） 今回、天王中学校の屋根改修工事ですけれども693.5㎡ですけれ

ども、この天王中学校というのはもう既に建ててから相当の年数が経っておりまして、

これはその屋根のほんの一部分だと思いますけれども、全体的にはどうなのか。なぜ69

3㎡なのか、その辺のところをひとつご説明をいただきたいと思います。

○議長（藤原幸作） 鎌田総務学事課長。

○総務学事課長（鎌田雅樹） ただいまのご質問にお答え致します。

天王中の屋根につきましては、天王中に向かって校舎等の左側は全部補修が終わって

おります。ということで右側の半分ということになります。その分の予算をみておりま

す。

○議長（藤原幸作） 20番。

○２０番（西村 武） ただいまの説明では既に半分は完了していると。これで、確認で

すけれども、全部まず防水工事は完成ということで、そういうことでよろしいですか。

○総務学事課長（鎌田雅樹） はい。

○２０番（西村 武） わかりました。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。９番。

○９番（佐藤義久） 先ほどの７番さんの質問に関連致しますが、三軒屋の道路ですけれ

ども、用地の買い取りはわかりますけれども、あの辺精査すると等価交換してもいいと

いう記憶があって、その辺の用地関係はどういうふうに考えておりますか。

○議長（藤原幸作） 宮田産業建設部長。

○産業建設部長（宮田隆悦） 佐藤議員にお答え致します。

一応あそこにつきまして等価交換という件でございますが、今うちの方であくまでも
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ＪＲの用地でございますので取得という線で進めておりますので、ひとつご理解を宜し

くお願い致します。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより議案第２号を採決致します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（藤原幸作） 起立全員です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

【日程第８、議案第３号 平成２０年度潟上市水道事業会計補正予算（第４号）（案）に

ついて】

○議長（藤原幸作） 日程第８、議案第３号、平成20年度潟上市水道事業会計補正予算

（第４号）（案）についてを議題とします。

議案の朗読を省略します。

本案について当局より提案理由の説明を求めます。澤井水道局長。

○水道局長（澤井 昭） 議案第３号についてでございますが、平成20年度潟上市水道事

業会計補正予算（第４号）（案）についてでございます。

別冊のとおり。

平成21年２月５日提出 潟上市長 石川光男

補正予算書（案）をご覧になっていただきたいと思います。

１ページでございますけれども、第１条、平成20年度潟上市水道事業会計の補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。

第２条、資本的収入および支出でございますけれども、予算第４条に定めた資本的収

入および支出の予算額を次のとおり補正する。

収入、第１款資本的収入第２項出資金、既決予算額が845万6,000円、補正予算額が3,

730万円、計4,575万6,000円。
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支出、第１款資本的支出第１項建設改良費、既決予算額が１億3,261万8,000円、補正

予算額が3,787万4,000円、計１億7,049万2,000円。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん財源を次のとおり補正する。

補てん財源名でございますが、当年度損益勘定留保資金でございます。既決予算額が

３億6,086万4,000円、補正予算額が57万4,000円、計３億6,143万8,000円とするもので

ございます。

３ページをご覧になっていただきたいと思います。積算資料でございますけれども、

資本的収入でございます。１款２項２目負担区分に基づかない出資金でございます。補

正予算額が3,730万円、これは一般会計繰入金でございまして、臨時交付金のうち対象

事業費分を一般会計から繰り入れるものでございます。

資本的支出、１款１項１目取水施設整備費、工事請負費でございますが、910万円で

ございます。大郷守３号取水井戸の更新工事でございます。２目浄水施設整備費、工事

請負費でございますが、1,669万6,000円でございます。その内訳と致しまして、出戸浄

水場残留塩素計更新工事が369万6,000円、昭和浄水場ろ過機改修工事が931万1,000円、

昭和浄水場原水配水管改修工事が368万9,000円でございます。３目配水施設整備費、工

事請負費でございますが1,207万8,000円。内訳と致しまして、出戸浄水場テレメーター

改修工事が687万8,000円、昭栄団地下水道工事に伴う水道管布設工事が520万円となっ

てございます。先ほど総務部長が説明致しましたように21年度の当初予算に単独事業費

として計上予定しておりましたものを繰り上げて補正計上したものでございます。

宜しくお願いします。

○議長（藤原幸作） これで説明を終わります。

これより議案第３号について質疑を行います。質疑ありませんか。20番。

○２０番（西村 武） まずこのことにつきましては、改修しなければまずならない理由

というのはちょっと先ほど説明に欠けていたのではないかと思いまして、その改修しな

ければならない理由、それをひとつお聞かせいただきたいと思います。

それと、今回の改修することによってどのぐらいの期間が持てるのかどうか、その辺

のところもあわせてひとつお答えいただければありがたいです。

○議長（藤原幸作） 澤井水道局長。

○水道局長（澤井 昭） 20番西村議員の質問にお答え致します。

改修しなければならない理由でございますが、それぞれ理由があるわけでございます
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けれども、何といいましても水道事業は安全で安定的な水を供給するということが使命

でございますので、不測の事態があれば大変な事態になると、そういうことでございま

して定期的に更新するもの等いろいろあります。ひとつ事業ごとに申し上げますと、大

郷守３号取水井戸の更新工事でございますけれども、これは毎年度計画的に取水井戸を

更新しているものでございます。これはマンガン等の水詰まりを、いわゆる取水能力の

低下を防ぐということが目的でございます。それから２目の出戸浄水場の残留塩素計の

更新工事でございますけれども、これは昭和63年時に出戸浄水場ができているわけです

けれども、その時の計器でございまして、これが老朽化によって精度が落ちてきている

ということでございます。それから昭和浄水場のろ過機の改修工事でございますけれど

も、これも３基、ろ過機があるわけでございますけれども、これを平成20年度から計画

的に１基ずつろ材を入れ替えしているものでございます。これはマンガン等によりまし

てろ材が劣化して、湿度、濁度、濁りとか色の程度が落ちていると、精度が落ちている

ということで対応するものでございます。それから昭和浄水場の原水配水管改修工事で

ございますけれども、これは原水とろ過機の間にパック注入という装置がございます。

これは凝集剤を入れまして原水の濁りとか色とかを沈殿させるものでございますけれど

も、それに伴う攪拌機といいますかミキサーがありまして、それを修理する場合は水を

一旦止めなければならないという事態が想定されますので、それのためのバイパス工事

を行うものでございます。それから３目の配水施設の整備費の中の出戸浄水場のテレ

メーター改修工事でございますけれども、これは昭和63年に設置されたものでございま

す。老朽化によってテレメーターの機能が下がってきていることから今回改修するもの

でございます。それから昭栄団地の下水道工事に伴う水道管の布設工事でございますが、

これは昭和58年に布設したものでございますけれども、ここの地区が大変濁りが発生し

やすいということで水管理上大変問題になっているということで、今回、下水道工事と

同時施工によりまして安価にできることから布設替えをお願いするものでございます。

その中に期間ということがございましたけれども、今それぞれの施設の設置した時期

を申し上げておりますので、ご理解を願いたいと思います。

以上です。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。11番。

○１１番（藤原典男） 資本的支出として取水施設、それから浄水施設、配水施設という

ことで補正予算を組んでまでも今急にやらなければならないという理由についてちょっ



- 31 -

と私よくわからないんですけれども、もうすぐ21年度の当初予算ということが出ますけ

れども、この予算等の関係で言えば、なぜ今ここの補正予算で出さなければいけなかっ

たのかという考え方について伺いたいと思います。

○議長（藤原幸作） 鐙副市長。

○副市長（鐙 利行） 11番の藤原議員にお答え申し上げます。

先ほど来、一般会計の補正予算も議決していただきましたけれども、国の緊急経済対

策がらみで今回あえて臨時議会をお願いしまして補正予算を通過していただきたいとい

うことは、先ほど来、議員の皆さんからご議論いただいておる次第でございますので、

その点ご理解をお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（藤原幸作） ９番。

○９番（佐藤義久） １点だけお伺いします。

昭栄団地の下水道工事に伴う配管布設ですが、延長何メーターか聞き漏らしたかもし

れませんのでお願い致します。

○議長（藤原幸作） 澤井水道局長。

○水道局長（澤井 昭） ９番佐藤議員にお答え致します。

昭栄団地につきましては延長429メートルでございます。

以上です。

○議長（藤原幸作） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 質疑がないようですから、これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（藤原幸作） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これより議案第３号を採決致します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（藤原幸作） 起立全員です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

これにて平成21年第１回潟上市議会臨時会を閉会致します。
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どうも御苦労さまでした。

午前１１時３８分 閉会
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